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はじめに 

一般社団法人東京都警備業協会移行元年。 

平成２５年３月２５日東京都から一般社団法人認可書の交付を受けた当協会は、

同年４月１日、一般社団法人東京都警備業協会として登記し新たなスタートを 

切った。 

それに伴い当協会の事業は、平成２０年１２月１日公益法人改革関連三法が施行

されて以来推進してきた 

○ 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 

○ 警備業務の適正な運用と健全育成に関する事業 

○ 災害対策支援を目的とする事業 

などの公益事業を中心に、共益事業、新たな警備業における課題でもある社会保険

未加入問題や適正な受注警備料金への対応などの活動を推進してきた。 

さて、平成２５年の都内における刑法犯の認知件数は、平成１５年以降１１年連

続して減少する中、振り込め詐欺の増加、ストーカー殺人、誘拐事件などの女性や

児童が被害に遭う犯罪などの社会を震撼させる凶悪事件が依然として発生してお

り、治安情勢は予断を許さない状況にある。そのことから、生活安全産業として位

置づけられる警備業においては、振り込め詐欺被害未然防止のための声かけ運動を

積極的に実施し成果を挙げたのを始め、官民一体となった防犯活動に積極的に参加、

あるいは防犯グッズを作成、配布するなどの安全・安心を実感できる社会づくりの

ための犯罪抑止活動事業を推進した。このほか、ストーカー事件にかかる相談者に

的確に対応することを目的に警視庁担当官の出席の下、ストーカー対策検討会を開

催した。 

また、大手金融機関の暴力団に対する不適正融資に見られるように、反社会的勢

力との遮断ができない現実を踏まえて、暴力団情勢、動向等の把握とともに、契約

書への暴力団排除条項の導入などの暴排機運の醸成、浸透を図るための研修会等の

諸対策を取ったところである。 

更には、現在警察庁において検討されている改正警備業法附則第１１条に基づく

関係規則等の見直しを踏まえて、検定合格警備員の配置基準に的確に対応するため、

その事前対策として特別講習の種目別の回数を増減するなどにより実施した。 

加えて、各種法令違反に基づく警備員指導教育責任者資格者証等の返納命令や営

業停止命令の行政処分が科されたことが相次いだことに鑑み、厳格な法令遵守と適

正な警備業務実施の機運の醸成を図るための各種研修会、あわせて消費税率引上げ

に伴う適正な転嫁対策を図るための研修会も開催した。 

そのほか、平成２５年４月１日運用を開始した、警視庁と締結している「災害時

における交通誘導、警戒業務に関する協定」及び近隣の１都１０県の警備業協会が

締結した「広域相互支援協定」（以下「災害対策支援協定」という。）に基づく新

活動要領等の検証と実効を期すため、第１回目の登録警備員参集訓練を実施した。 
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平成２５年度の事業の推進結果については、下記のとおりである。 

 

Ⅰ 啓発普及活動事業 

（定款上の事業～第４条第１項第１号「犯罪等の防止に関する啓発普及事業」、

第９号「その他協会の目的を達成するために必要な事業」） 

 

平成２５年は、警備業にとって新たな半世紀に向けたスタートの年となった。

国民の自主防犯活動を補完又は代行する重要な役割を担う警備業は、安全・安 

心な社会の基盤を形成する生活安全産業として発展し社会的信頼を高めてきた。 

そのような中、都内の刑法犯の認知件数は、平成１５年以降１１年連続して減少 

しているものの、特に高齢者を狙った振り込め詐欺が増加するなど、身近な犯罪 

の発生が「都民の体感治安」を悪化させている。また、東日本大震災発生や伊豆 

大島で発生した土砂災害などを契機としての各種災害対策が身近なものとして都 

民の大きな関心事となっている。 

そのような状況の下、関係機関との連絡協調体制の一層の確立を図りながら、 

被害防止対策、災害時対策を広く一般に呼びかけるとともに、犯罪抑止につなが 

る広報啓もう活動を実施したほか、地域の防犯等の活動に大きく寄与している防 

犯ボランティア団体等に積極的に支援・協力するなど、犯罪等に強い社会構築の 

ための諸対策を推進した。 

 

１ 広報・啓もう活動 

 (1) 機関誌「とうけいきょう」の発行 

機関誌「とうけいきょう」に、「防災・東京地震への備え、帰宅困難者対策 

条例施行」「災害時の外国人対応」などの地震等災害対策情報、「平成２４年 

度労働災害発生状況調査報告」と題しての労働災害対策情報、「平成２４年・ 

東京の犯罪情勢」を始めとする犯罪情報等の掲載、更には「警備業法等関連模 

擬問題」や「役に立つ税務相談」等の警備業に役立つ情報のほか、会員の利便 

性を図るため、会員専用ホームページに機関誌「とうけいきょう」を掲載した。 

そのほか、会員をはじめ関係機関、団体等に配布するなど、自主防犯、防災意 

識の啓発普及を推進した。 

(2) 東警協ウェブサイト 

会員専用ホームページには、「平成２５年度公共工事設計労務単価（基準額） 

の公表」「警備業の更なる発展を応援する議員連盟に対する要望書の提出」「社

会保険加入状況調査集計結果」「夏季の電力需要対策」「熱中症予防対策の徹

底（続報を含む）」「警備業務の実施の適正を図るための各種法令の遵守の徹

底」「東京都最低賃金の改正」「消費税の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正

な転嫁」「警備料金適正化ワーキンググループの設置」「セキュリティプラン
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ナー講習の開催」「セキュリティコンサルタント講習の開催」「高層建築物等

における歩行困難者等に係る避難安全対策の周知」「全国火災予防運動に対す

る協力」などの多数の情報のほか、機関誌「とうけいきょう」を掲載するなど、

会員の利便性を図った。 

また、一般閲覧用には、「加盟企業検索」「書籍等取扱商品」「警備業関連 

参考資料」のほか、関連リンクページを掲載するなどした。 

※ このように、各方面にわたる広報・周知を推進してきたところ、特に、防

火管理業務の広報・周知を行い消防行政に貢献したとして、平成２５年１１

月１１日秋の火災予防運動にあわせ、東京消防庁予防部長感謝状を受賞した。 

 

２ 犯罪抑止活動等補助 

(1) 各種被害防止のためのグッズ、パンフレット等の作成、配布 

高齢者を狙った振り込め詐欺撲滅対策として、５月に「母さん助けて詐欺に         

注意」の文字と絵入りのハンカチクリーナーを２万枚、タレントコロッケさん

の写真と「あなたは見破れますか？『母さん助けて詐欺』」の文字入りクリア

ファイルを２万枚及び一般防犯用として、当協会で商標登録をしたマスコット

キャラクターをモデルにした「守ろうよ わたしの好きな 街だから」「お出

かけは 一声かけて カギかけて」の文字入り「プチＬＥＤライトキーホルダ

ー」を２万個、１１月には、子供たちを有害サイトから守るための広報啓発活

動用として、大相撲解説者舞の海さんの写真と「がっちりガード！！いますぐ、

フィリタングで」の文字入りウェットティッシュを７万５，０００個作成し、

それぞれ防犯活動を実施するボランティア団体に寄贈した。 

これら、防犯グッズ等の作成、寄贈などを積極的に行い、特殊詐欺被害の未

然防止及び犯罪抑止活動に貢献したとして、平成２６年１月１７日新年互礼会

の席上で警視庁特殊詐欺対策本部長（副総監）感謝状を受賞した。 

(2) 振り込め詐欺の被害未然防止のための声掛け活動の推進 

  増加傾向にある振り込め詐欺の被害を未然に防止するため、会員各社におい

て積極的に金融機関窓口やＡＴＭ設置箇所において声掛け活動を推進した。 

  その結果、被害の未然防止に多大な功労のあった 7 社に対して、新年互礼会

の席上で警視庁生活安全部長賞が授与された。 

 

Ⅱ 育成事業 

（定款上の事業～定款第４条第１項第３号「警備業務の専門的知識、能力を持

った人材の育成に関する事業」、第９号「その他協会の目的を達成するために

必要な事業」） 

 

警備業務は、人の生命、身体、財産等を守ることを主な内容とする生活安全産 
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業として、国民の自主防犯活動を補完又は代行するという重要な役割と責任を担 

っている。それを全うするためには、その業務を担う警備員に専門的な知識及び 

技能が必要とされる。加えて警備業務が適正に実施されるためには、さらにその 

知識及び技能を練磨し、厳正な規律に従って警備業務を行うことができる高い資 

質と倫理観を兼ね備えた警備員の育成が内外に強く求められている。 

そのような警備員を育成、輩出するために、警備員はもとより各社の経営者等 

の教育幹部を対象に、次のとおり各種教育事業を展開した。 

 

１ 教育研修会 

警備員の専門的な知識及び能力の向上を図るため、受講対象者を警備業務別、 

担当者別に次の研修会を実施した。 

(1) 教育幹部の研修会 

各社の経営者、警備員指導教育責任者等の教育幹部を対象に、教育幹部とし 

ての資質及び能力の向上を図るため、警視庁、東京消防庁の担当官や民間の講 

師を招き、次のとおり研修会を実施した。 

ア 教育幹部合宿研修会 

９月２５日～２７日の３日間（２泊３日）、「研修センターふじの」を会

場に、主として各社の幹部及び警備員指導教育責任者等の教育幹部に対して

研修会を実施した。内容は、学科試験と解説、「警備業の諸問題」「部下育

成のためのＯＪＴとＯＦＦ ＪＴのコツを学ぶ」「社会保険未加入問題」の講

話・講演、「警備業務中の交通事故発生時の対応」「警備員の不祥事案発生

時の対応」を研究課題としたグループディスカッション及びＡＥＤ操作要領

などの初期救命訓練や基本動作・部隊動作の実技訓練を実施した。 

参加者からは、「参加してよかった」「講話・講演はどれもよかった」「グ

ループディスカッションや実技訓練は大変参考になった」「他社の人と交流

ができてよかった」「次回は隊長クラスを参加させたい」などの評価する意

見があったほか、「研修場所が遠い」「グループディスカッショングループ

の１個班１０人は多いのではないか」などの意見も見られた。今後の研修会

に生かしていく。（参加者５９名） 

イ 教育幹部研修会 

各社の警備員指導教育責任者等の教育幹部を対象に１回、経営者層を対象

に１回、計２回の研修会を東警協第２研修センターにおいて実施した。 

１回目は、６月２１日教育幹部を対象に、会員会社の女性社長を講師に招 

き「部下育成のコツとリスクマネジメント意識の醸成」、東警協専務理事か 

ら「危機管理」、神警協前専務理事から「交通誘導員の有罪判決を考える」 

などの講演を聴き、生活安全産業を担う人材育成のための教育幹部のあり方 

について研修した。（参加者 １２０名） 
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２回目は、１１月１５日経営者層を対象に、東警協顧問の社会保険労務士 

から「労務トラブル対応実務“団体交渉及びモンスター社員への対応”」、

警視庁担当官から「警備業務の現況と課題」など、経営者の在り方について

研修した。（参加者１２０名） 

ウ 中堅幹部研修会（施設警備業務） 

６月１１日、１１月２０日の２回、東警協第２研修センターにおいて、施

設警備業務各社の教育中堅幹部に対する実技訓練を主とした研修会を実施し

た。（参加者延べ１４３名） 

エ 交通誘導警備業務指導者研修会 

６月１７日（雑踏警備）及び１０月２３日（交通警備）の２回、東警協研

修センターにおいて、交通警備業務各社の指導者に対する実技訓練を主とし

た研修会を実施した。（参加者延べ６３名） 

オ 機械・輸送警備業務合同教育幹部研修会 

１１月８日東警協第２研修センターにおいて、機械・輸送警備業務の警備

員指導教育責任者等の教育幹部を主体に、警視庁担当官から「警備業の現況

と課題」の講演、輸送警備業務グループ責任者から「ドラレコ画像を使った

交通事故防止対策」の講演と社内における交通事故防止対策の意見交換を行

った。特に、ドライブレコーダーの有効性等について意見が交わされ、「導

入により事故が減少した」「毎日その日の映像を確認している」「現送車で

は襲撃された時の状況が分かる」「オートバイへの設置を検討している」な

どの発言があり各社において情報共有するなど、有意義な研修となった。              

（参加者７５名） 

(2) 各地区の研修会 

各地区においても、警視庁、公取委などの担当官や社会保険労務士、中小企

業診断士、民間講師などから、適正業務の実施、労務管理に関する諸対策、誇

りを持たせ、お客様に思い出を持って帰ってもらう仕事の極意などについての

講演を主とした研修会をそれぞれ実施した。 

 

２ 警備員教育 

現任教育 

受講申し込みのあった警備員に対して、警備業法第２１条第２項に基づく現任

教育を東警協研修センターにおいて次のとおり実施した。 

○ 教育期ごとの現任教育（基本教育、業務別教育・１日） 

５２回（１回１日）４，２３５名（会員３，８７５名、非会員３６０名） 

○ 予備講習（業務別教育・１日及び２日間）） 

・ 施設１級  ５回（１回 ２日間）   ４４８名 

・ 施設２級 １１回（１回 ２日間）   ９２１名 
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・ 交通２級 １４回（１回 ２日間） １，１３４名 

（平成２６年度特別講習分１回含む。） 

・ 雑踏１級  １回（１回 ２日間）    ８７名 

・ 雑踏２級  ５回（１回 ２日間）   ４３０名 

・ 貴重品１級 １回（１回 ２日間）    ３８名 

・ 貴重品２級 ４回（１回 １日）    １９１名 

合計４１回         ３，２４９名 

 

３ 職業訓練認定校 

新任教育 

受講申し込みのあった警備員に対して、警備業法第２１条第２項に定められて 

いる新任教育を東警協研修センターにおいて次のとおり実施した。 

１２回延べ４８日間、受講人員８４７名（会員７６２名、非会員８５名） 

 

４ 公安委員会講習 

東京都公安委員会から委託された、警備業法第２２条の規定に基づく資格取得 

のための警備員指導教育責任者講習及び同法第４２条に基づく資格取得のための 

機械警備業務管理者講習を東警協研修センターで、各営業所で選任されている警 

備員指導教育責任者を対象とした現任指導教育責任者講習を東食健保会館及び東 

警協研修センターで次のとおり実施した。 

(1) 警備員指導教育責任者新規取得講習 

・ １号警備業務（７日間）４回 ５１５名（合格率７９．６％） 

・ ２号警備業務（６日間）２回 １４５名（合格率９３．１％） 

・ ３号警備業務（６日間）２回  ６３名（合格率９３．６％） 

・ ４号警備業務（５日間）１回  １４名（合格率 １００％） 

合計 ９回 ７３７名 

(2) 警備員指導教育責任者追加取得講習 

・ １号警備業務（４日間）４回  ８２名（合格率６５．８％） 

・ ２号警備業務（３日間）２回  ６３名（合格率 １００％） 

・ ３号警備業務（３日間）２回  １８名（合格率８８．８％） 

・ ４号警備業務（２日間）１回  ５４名（合格率 １００％） 

合計 ９回 ２１７名 

(3) 機械警備業務管理者講習 

４日間 ３回 １２３名（合格率６８．２％） 

(4) 現任指導教育責任者講習（定期講習） 

・ １号警備業務（１日） ３回  ６１５名（東食健保会館） 

・ ２号警備業務（１日） ２回  ３８８名（東食健保会館） 
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・ ３号警備業務（１日） １回  ９０名（東警協研修センター） 

・ ４号警備業務（１日） １回  ８６名（東警協研修センター） 

合計 ７回 １，１７９名 

なお、東警協ホームページにおいて、それぞれ講習の年間実施計画及び受講

手続き等を掲載するなどの広報をしたほか、各種研修会等できめ細かく指導す

るなど、講習の適正な実施に努めた。 

 

５ 特別講習 

(一社)警備員特別講習事業センターから委託された「警備員等の検定等に関す 

る規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号)第１７条の基準に適合する講習 

会（以下「特別講習」という。）を「研修センターふじの」及び「東警協研修セ 

ンター」で次のとおり実施した。 

○ 施設警備業務１級    ５回 

               本講習   ３８６名（合格率５０．８％） 

               再講習   １１１名（合格率４６．８％） 

○ 施設警備業務２級   １１回 

本講習   ８５２名（合格率６５．８％） 

               再講習   ２５２名（合格率４９．２％） 

○ 交通誘導警備業務２級 １３回 

本講習   ９８４名（合格率５８．０％） 

               再講習   ２８９名（合格率３８．１％） 

○ 雑踏警備業務１級    １回 

本講習    ８０名（合格率７６．３％） 

               再講習    １２名（合格率５８．３％） 

 

○ 雑踏警備業務２級    ５回 

本講習   ３８７名（合格率６９．０％） 

               再講習    ７６名（合格率６４．５％） 

○ 貴重品運搬警備業務１級 １回 

本講習    ７３名（合格率６０．３％） 

               再講習    １４名（合格率４２．９％） 

○ 貴重品運搬警備業務２級 ４回 

本講習   ３１２名（合格率６０．６％） 

               再講習   １０８名（合格率４２．６％） 

合計 ４０回   ３，９３６名 

本講習 ３，０７４名 

               再講習   ８６２名 
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このうち、施設警備業務２級特別講習及び雑踏警備業務２級特別講習は「東警

協研修センター」で実施した。 

 

Ⅲ 調査研究指導事業 

（定款上の事業～定款第４条第１項第２号「犯罪等に強い社会の構築に必要な

調査研究に関する事業」、第５号「警備業務の適正な運営の確保を図る事業」、

第７号「警備業務の環境向上に関する事業」、第９号「その他協会の目的を達

成するために必要な事業」） 

 

国民の自主防犯・防災活動を補完又は代行する警備業にとって、平素から犯罪 

の発生状況、災害時に予想される被害状況等を想定した対策を研究し、啓発普及 

活動や災害対策支援活動に活用していくことは重要なことである。 

また、警備業を活用した「犯罪等に強い社会の構築」をしていくために、警備 

業の実態把握等の情報を集約し、必要とされる警備の技術、能力、知識等に活用 

し、質の高い警備員を育成するために役立てていくことも求められている。加え 

て、適正かつ質の高い警備業務の実施が求められていることから、警備業法等の 

周知のための研修会、日常業務の相談受理等を通じて指導助言を行うなど、次の 

事業を推進した。 

 

１ 調査研究 

警備業を活用した「犯罪等に強い社会の構築」の実現を目指すとともに、警備 

業務の適正運営に資するため、犯罪の発生状況、警備業の実態、警備料金実態、 

労働災害等についての情報を関係諸官庁の資料等を通じて収集し、その活用に努 

めた。 

(1) 効果的な犯罪抑止対策の研究 

警視庁がまとめた「平成２４年東京の犯罪情勢」「平成２４年警備業の実態 

と指導強化推進状況」「振り込め詐欺被害防止」等の資料から情報を収集し、 

資料の発出や機関誌「とうけいきょう」、協会ホームページに掲載したほか、 

研修会で警視庁担当官から、犯罪情勢と犯罪抑止活動等の指導を受けるなど、 

その対策等について研究した。 

(2) 相談等の受理及び事件・事故事例等からの問題点等の研究 

ア 相談等の受理 

平成２２年１２月１日相談専門員の委嘱、専用電話を設置以来、平成２５

年度も、来訪あるいは電話により、警備業法に係る相談、検定等に関するこ

と、労基法の問題や労働者派遣に関する相談があった。特に、各種法令違反

による行政処分が科せられた事案が後を絶たないことから、法令遵守のため

の周知等についての要望もあった。このほか、職員が日常業務を通じての相
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談等は多数あるが、その都度適正な対応をしている。 

これらの相談案件等を踏まえて、警備員指導教育責任者のための執務資料

を作成（保存版Ｈ２５．４）配布したほか、警備業法等関連模擬問題を機関

誌「とうけいきょう」に掲載した。今後の適正業務の推進とあわせ、協会に

求められるニーズを把握して更によりよい協会づくりに努めていく。 

イ 事故事例等 

警備会社や警備員の不適正事案・不祥事案、労働災害等による死傷事案、

死傷者数等は、関係機関の公表や報道内容等により把握し、研修会等でその

浸透に努めたほか、必要な情報は機関誌「とうけいきょう」、協会ホームペ

ージに掲載した。 

(3) 警備業の実態把握調査研究 

協会事業として必要とされる教育、講習等を検討するため、警備業者、警備 

員の数、警備業務種別、各資格者、検定保有者等の実態を調査するとともに、 

会員に対して、協会に求める事業、講習、研修会等のアンケート調査を実施し 

た。その結果に基づき、特に要望の高かった検定合格等に向けた諸対策として 

「０（ゼロ）からの挑戦塾」を開講した。 

(4) 大規模災害等発生時の対応等の研究 

東日本大震災や宮城県下に災害援助隊を派遣して実際に災害支援活動を行っ 

て得た反省・教訓事項を踏まえて、大規模災害時に的確に対処するために「災 

害対策支援協定」に基づく活動要領等を見直し、それに基づく訓練を実施した 

ほか、食料等の備蓄、必要な装備資器材の調達、各種訓練等の推進に役立てた。 

また、直下型地震に備えるための都内各区、市ごとの防災対策について機関 

誌「とうけいきょう」に連載し、発災時対策の情報を提供している。 

 

２ 適正業務指導 

警備業法の目的は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施 

の適正を図ることである。 

それは、取りも直さずお客様から信頼・信用を得る業務を提供することにほか 

ならない。そのことは、国民の自主防犯活動を補完又は代行する生活安全産業と 

して位置づけられていることでも分かる。しかしながら、各種法令違反を犯し警 

備員指導教育責任者資格者証等の返納命令や行政処分が科された状況を見ると一

部に適正な警備業務が行われているとは言い難いところも指摘されている。 

そのため、警備業法等の周知、警備業務を取り巻く現状の課題と改善策の提言 

指導など、関係諸官庁から担当官を招き、自主的に業務の適正化を図ることを目 

的とした研修会等を次のとおり実施した。 

(1)  警備員指導教育責任者研修会 

警備業法第４７条に基づく立入検査前の研修会を、会員を対象に４月１１日 
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みらい座池袋（豊島公会堂）で、非会員を対象に４月１６日、１７日東警協研 

修センターで実施した。主として各社の警備員指導教育責任者が出席し警視庁 

の担当官から「適正な警備業務の在り方」「警備業務の現状と問題」など、警 

備員指導教育責任者の在り方等について研修した。 

（参加者 １，３９９名（会員８２２名、非会員５７７名） 

(2)  施設警備業務経営者等研修会 

９月２７日東警協第２研修センターにおいて、主として施設警備業務を営む 

経営者等を主体に、警視庁の担当官から「警備業務の現状と適正業務」、東京 

消防庁の担当官から「東京都帰宅困難者対策条例の概要」などの研修を受け、 

適正な業務の重要性と震災対応などについて学んだ。（参加者１２５名） 

(3)  交通警備業務経営者等研修会 

９月４日東警協第２研修センターにおいて、主として交通警備業務を営む経 

営者等を主体に、全警協総務部次長から「社会保険未加入問題～警備業に求め 

られるコンプライアンス～」、警視庁担当官から「警備業の現況」、東警協専 

務理事から「警備業の諸問題」などの研修を受け、社会保険問題、警備業務の 

適正な実施、法令の遵守などについて学んだ。（参加者１０２名） 

(4)  機械警備業務管理者研修会 

７月１０日東警協第２研修センターにおいて、機械警備業務管理者を主体に、 

警視庁担当官から、火薬の燃焼実演を含め「爆発物等不審物件発見時の措置要 

領」についての研修を受けた。折しも、アメリカのボストンマラソン会場にお 

いて爆発物使用によるテロ事件が発生したばかりであり、各参加者は真剣な面 

持ちで研修に臨んだ。（参加者６９名） 

(5)  輸送警備業務管理者研修会 

７月１８日輸送警備業務を行う警備員指導教育責任者等の管理者を主体に、 

独立行政法人自動車事故対策機構安全マネジメントの担当から「交通事故防止 

のための安全指導方策」について学んだ。 

特に、この研修では、管理者としての部下指導について具体的な内容であり、 

部下管理上、業務運営上有益な研修会となった。（参加者４８名） 

(6) 苦情・相談等の受理を通じた指導 

相談ホットラインや通常業務を通じて、警備業法、労基法などの警備業に関 

連の深い法令等に関する疑義の相談等が多く寄せられており、その都度、適正

業務の推進等について呼びかけるとともに、各種研修会等においても浸透を図 

った。 

(7) 消費税率引上げに伴う適正な転嫁対策研修会 

  平成２６年４月１日からの消費税率引上げに伴い、警備業界として適正な転 
嫁対策をとるため、１２月２５日みらい座池袋（豊島公会堂）において、公正 
取引委員会、消費者庁、国税庁から担当官を招き、「消費税の円滑かつ適正な 
転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置 
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法」の解説を中心とした研修会を開催した。（参加者 ２８０名） 
 

Ⅳ 災害対策支援事業 

（定款上の事業～第４条第１項第６号「災害時支援体制の確立に関する事業」） 

 

「犯罪等に強い社会を構築」するには、大災害をはじめ、大規模事件・事故等 

が発生した際における警備員の支援活動も重要な要素となる。この活動は、根拠 

となる災害対策支援協定に基づくものであるが、この協定に基づく活動要領を、 

東日本大震災を踏まえ実効性のあるものに見直し平成２５年４月１日運用を開始 

した。近い将来に高い確率で起きると予測される首都直下地震や南海トラフを震 

源域とする巨大地震が起きた場合などの有事の際にＡＥＤ操作などの初歩的救命 

救急、あるいは交通誘導警備業務等、業務上の専門的知識と能力を持ち合わせた 

警備員が、警察力の補完として役立てるような環境構築と技術の向上等を目指し 

た指導者訓練をはじめ、研修会、地域ごとの招集訓練を次のとおり実施した。 

 

１ 環境構築 

災害対策支援協定に基づく活動要領は、東日本大震災を踏まえ、災害対策委員 

会を中心に警視庁と協議をしながらより実効性のあるものに見直し運用開始とし 

たところである。これを契機に、登録警備員の参集訓練の実施、支援要員の確保、 

緊急連絡網などの体制及び資器材の整備、備蓄食料等の確保などの整備を図って 

いるところである。 

 

２ 研修会・訓練等の実施 

(1) 災害対策支援協定総決起大会（２年毎開催） 
  １０月２２日、災害対策支援協定及びそれに基づく活動要領の啓もう・周知

と支援要員の確保等による実効性の高い支援体制の構築、加えて、災害支援活

動や災害対策の重要性について認識を新たにすることを目的に「災害対策支援

協定総決起大会」を東食健保会館で開催した。 
東警協会長、警視庁生活安全総務課理事官の挨拶の後、警視庁災害対策課の

担当官から「首都警察の災害対策」について学んだ。（参加者 １６０名） 

(2) 登録警備員参集訓練 

  ５月２日、東警協研修センターにおいて、警視庁生活安全総務課長を始めと 
する担当官、東警協副会長、東警協災害対策委員会委員長、副委員長及び各委 

員、各地区からの登録警備員が参加して、災害支援協定に基づく活動要領に基 
づく第１回の登録警備員参集訓練を実施した。ＡＥＤ（自動体外除細動器）使 

用要領訓練及び三角巾使用要領訓練の実践的実技訓練のほか、警視庁担当官か 

ら「災害支援協定の概要」「首都警察の震災対策」についての指導を受けた。 
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 今回の訓練で得た反省教訓を次回の訓練に生かしていくこととしている。 

（参加者２７０名） 

(3) 東京都総合防災訓練の参加 
  １１月２３日自助・共助・公助の連携の確認と地域防災力の向上を目的に都 
立秋留台公園で開催された東京都・あきる野市合同総合防災訓練に参加し、会 
場内の整理誘導訓練を行った。（参加者１３０名） 

(4) 電話連絡網招集伝達訓 

９月１日及び本年１月１７日の２回、電話連絡網による招集伝達訓練を実施 

した。特に１月１７日の訓練では、訓練発令時間等の予告をしないで実施した

ところ、課題が浮上、今後の対策に生かしていくこととした。 

(5) 各地区、地域ごと及び所轄警察署ごとの研修会及び訓練に参加 

  各地区の自主活動としてそれぞれ研修会等を行ったほか、各地域、各警察署 

で実施した研修会及び訓練等にそれぞれ自主参加した。 
 

Ⅴ 表彰等事業 

（定款上の事業～定款第４条第１項第７号「警備業務の環境向上に関する事

業」、第８号「警備員及び警備業務に関し功労のあった者に対する表彰事業」、

第９号「その他協会の目的を達成するために必要な事業」） 

 

会員相互の支援、交流などの会員に共通する利益を図ることを目的とした活動 

の一環として、他の模範となる警備員を選考し表彰するなど、協会で率先して警 

備員の資質の向上を図った。また、警備業で共通する労務問題に対処するための 

研修会の開催、情報共有のための業務別及び地区別に意見交換会を実施したほか、 

上級救命講習、不当要求防止責任者講習の受講希望者を募り受講機会を設けるな 

ど、会員を対象にした警備業にも必要とされる資格取得のための事業を推進した。 

 

１ 検定合格率等向上推進対策 
  協会独自事業として、検定合格率の底上げ、それに付随する会社の教育費用の 

負担軽減等を図るため、会員限定の“０（ゼロ）からの挑戦塾”を次のとおり実

施した。 

・施設警備業務２級特別講習受講対象者    １０回  １６３名 

・交通誘導警備業務２級特別講習受講対象者  １０回  １０９名 

 ・雑踏警備業務２級特別講習受講対象者     ３回   ２０名 

                  合計   ２３回  ２９２名 

  受講者（教育担当者、検定受講希望者）からは、「自社は環境的に実技訓練が 

できないので有益」「更なる努力が必要なのを再認識」「講師の熱心さに満足」 

「今後の学習に大変参考になった」「苦手な部分がはっきりした」などの声が上 
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がっている。平成２６年度は、実施要領等を見直して継続実施をすることとして 

いる。 

 

２ 優良警備員表彰及び警備員教育功労者等表彰 

(1) 優良警備員表彰 

１０月３０日銀座ブロッサムにおいて、来賓に警視庁生活安全総務課長、東

京消防庁防火管理課長、（一社）全国警備業協会協会総務部次長を迎え、 

当協会会長及び理事等出席の下、優良警備員の表彰式を行った。会長から優良 

警備員１級１０５名、２級４３１名の計５３６名に対して表彰状と記念品を贈 

呈した。 

(2) 警備員教育功労者等表彰 

５月１５日グランドアーク半蔵門において、通常総会後の意見交換会の席上 

で、警備員教育に功労のあった個人６名、団体１社、災対支援協定見直しと一 

般社団法人移行に功労のあった個人３名に会長感謝状と記念品を贈呈した。 

更に、平成２６年１月１７日新年互礼会の席上で、警備業功労者１名及警備 

員教育功労者２名に警視庁生活安全部長と当協会会長連名表彰を、産業安全・ 

労働衛生功労者１名に会長感謝状と記念品を贈呈した。 

 

３ 労務関係 

労働災害防止の機運の醸成、警備業で共通する労務問題に適正に対処するため 

の研修会等を次のとおり実施した。 

(1) 業務適正化推進大会～リスクセミナー２０１４（労働安全衛生大会） 

適正警備を推進する上で不可欠である業務中の労働災害防止の機運を醸成す 

るため、２月２１日東食健保会館において、来賓に警視庁生活安全総務課理事 

官を迎え「業務適正化推進大会～リスクセミナー２０１４～」を開催した。 

開会冒頭に、労働災害で犠牲になられた方々に哀悼の意と安全衛生活動に尽 

力された先人に敬意を表するとともに、これからも労働災害防止に協会一丸と 

なって全力を尽くすという思いを込めて黙祷を行った。 

その後、労働災害防止に関して募集した「論文」「ポスター」「標語」の優 

秀者に会長賞を贈呈した。第２部の研修会では、優秀論文の発表の後、会員会 

社と帝京大学空手道部合同による空手の演武披露、慶應義塾大学病院の医師か 

ら「高血圧と薬」の衛生講話、東京労働局の安全専門官から「警備業における 

労働災害防止」の講演などの研修を行った。研修後、大会宣言を採択、労働災 

害防止に取り組むことを誓って閉幕した。（参加者１７５名） 

(2) 適正業務研修会（施設警備業務労務管理者研修会） 

１０月１７日東警協第２研修センターにおいて、施設警備業務の各社経営者 

を主体に、警視庁担当官から「警備業務の現状と適正業務」、協会顧問の社会 
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保険労務士から「社会保険未加入問題～ブラック企業といわれないために～」 

の研修を実施、経営者としての在り方について学んだ。（参加者１４３名） 

(3) 適正業務研修会（交通警備業務労務単価実務者研修会） 

国土交通省と農林水産省が公共工事の工事費の積算に用いるために毎年１０ 

月行う「公共事業労務費調査」に適正に対応するため、９月１８日東警協応接 

室において、主として交通誘導警備業務各社の経営者、経理担当者の個別指導 

会を開催した。 

労務費調査には、労務単価調査資料を有効にするための就業規則、雇用契約 

書等が策定されていることのほか、賃金台帳等を正確に作成することが求めら 

れることから、全警協からの労務単価問題対策『モデル県』」に応募するなど

の対策をとってきたところ、本年度は、希望会社ごとに個別指導会としての実

施が望ましいとの結論に至り個別指導会として開催した。全警協派遣の講師か

ら、個別に労務単価の現状、調査表の作成要領等について研修を受けた。 

（参加者４社 ５名） 

(4) 警備料金の適正化に向けたワーキンググループの設置 

   平成２５年７月、社会保険未加入問題や受注警備料金の低廉化等の抜本的解 

決に向け、業務適正化委員会内に「警備料金適正化ワーキンググループ」を設 

立した。 

業務適正化委員会委員長の指揮の下、要員は施設警備業務グループ及び交通

警備業務グループから人選し、７回の会議（うち神奈川、埼玉、千葉各県協会

との意見交換会１回含む）の開催、ワーキンググループニュース（ＷＧニュー

ス）１号から６号までの発行、アンケート調査などの活動を行った。 

また、社会保険に関する解説書発行の要望が多く寄せられたことから、協会 

顧問社会保険労務士による「わかりやすい社会保険の概要解説」を機関誌「と

うけいきょう」に３回シリーズで掲載した。 

 

４ その他会員対象事業 

(1) 業務別報告会 

ア 施設警備業務 

２月７日東天紅上野店において報告会を開催し、平成２５年度の施設警備

業務の活動結果及び平成２６年度活動計画を報告後、研修会を実施した。 

研修会では、東警協専務理事から「東京都警備業協会の本年の展望」、民

間ケアマネージャーから「決して他人事でない介護の現実」について研修し、

適正な警備業務の実施などについて学んだ。（参加者１８０名） 

イ 交通警備業務 

２月１２日オーラムにおいて報告会を開催し、平成２５年度の交通警備業

務の活動結果及び平成２６年度活動計画を報告後、研修会を実施した。 
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研修会では、東京労働局の担当官から「労働者派遣事業等の諸問題」、警

視庁担当官から「警備業の現況」、建設業界紙の記者から「建設業における

社会保険未加入問題、東警協専務理事から「警備業の諸問題」についての講

演があり、求められる経営者像について研修した。 （参加者１１１名） 

ウ 機械警備業務及び輸送警備業務 

２月１０日アルカディア市ヶ谷において報告会を開催し、平成２５年度の

機械警備業務及び輸送警備業務の活動結果及び平成２６年度活動計画を報告

後、研修会を実施した。 

研修会では、警察キャリアＯＢから「最近の治安情勢の見方」と題しての

講演で、危機管理について研修した。（参加者６４名） 

(2) 地区別報告会 

中央地区、千代田地区、城南地区、南西地区、新宿地区、北西地区、北東地 

区、多摩地区の８地区それぞれが、報告会とあわせて諸官庁等から講師を招き 

「適正な警備業務の実施」「警備業の現況」「警備業の回顧と展望」「おもて 

なしの極意」等、時機と問題点をとらえた研修会を実施し、警備業に求められ 

る課題をはじめ、適正業務の重要性等について研修した。 

(3) 上級救命講習 

他機関が実施する各種資格取得講習のうち、東京消防庁が実施する上級救命 

講習を上野消防署の協力と指導のもと、同署で実施する講習時に受講機会を得 

て、主として施設警備業務を実施する警備員を対象に資格取得を支援した。 

（受講者延べ５回１０６名） 

 (4) 暴力団等反社会的勢力の排除活動 

平成２１年５月の通常総会で「東京都警備業協会暴力団等反社会的勢力 

排除・対策協議会」を設立し、反社会的勢力の排除活動を推進してきたが、更 

に効果的に推進するため、警視庁をはじめとする関係機関と緊密な連携を取り、 

警備業界への暴力団等反社会的勢力介入の排除と健全かつ適正な警備業務を実 

施するため、次のとおり研修会等を行った。 

ア 東京都警備業協会暴力団等反社会的勢力排除・対策協議会総会の開催 

本年２月２６日の理事会開催にあわせて、東京都警備業協会暴力団等反社

会的勢力排除・対策協議会総会を開催し、平成２５年度の活動結果及び平成

２６年度の活動計画等の報告をした。 

イ 不当要求防止責任者講習の開催 

政府指針に「警備業者は、本社、支店、各営業所に不当要求防止責任者を

配置する」となっているほか、暴力団対策法には、事業者に不当要求防止責

任者を選任することが努力義務として規定されている。６月１８日、８月 

２３日及び１０月１８日の３回、東警協第２研修センターにおいて、会員各 

社の法人代表、総務・法務担当を主体に、警視庁及び公益財団法人暴力団追 
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放運動推進都民センターから講師を招き、平時・有事の心構えや対策を身に 

つけるための不当要求防止責任者講習を開催し、その推進に努めた。 

（参加者延べ２１０名） 

ウ 研修会の実施 

本年２月２８日東警協第２研修センターにおいて、暴力団等反社会的勢力

排除対策に詳しい弁護士から「警備業における反社会的勢力の対応」につい

ての研修を受け、暴力団の現状と企業の暴力団等反社会的勢力からの排除対

策を学んだ。（参加者 １４０名） 

エ 広報啓発等 

機関誌「とうけいきょう」に研修会の講演内容、暴排行事の開催内容や参

加状況を掲載し、各企業における暴排気運の醸成に努めた。 

オ 暴力団排除活動の行事に参加 

(ｱ) 暴力団追放都民大会に参加 

１１月８日日比谷公会堂で開催された第２２回暴力団追放都民大会に東 

警協から事務局担当者と会員会社から３０名が参加した。 

(ｲ) 暴力団排除関係団体連絡会総会に出席 

７月１０日ＫＫＲホテル東京で開催された総会に事務局から担当者が出 

席した。 

 (5) 適正業務パトロール（交通警備業務） 

交通誘導警備業務を営む各会社を主体に、春・秋の全国交通安全運動とあわ 

せて４月６日から４月１５日まの間及び９月２１日から９月３０日までの間の 

２回、交通警備安全パトロール週間を設定し交通誘導警備現場における事故防 

止対策を推進した。現場数延べ２、００２箇所、４，９２０ポストを各社の担

当者がパトロールを行い、危険箇所の把握、安全に配慮した配置施策等の個別

指導を行うなど、適正業務の推進に努めた。 

９月の実施時には「～スローガン～受傷事故防止」等の文字及び交通誘導を 

する警備員等の絵入りポスター１，０００枚を作成配布し、適正業務実施の啓 

発を図った。 

(6)  警視庁との意見交換会（交通警備業務） 

４月２２日及び１０月９日の２回、東警協研修センターにおいて、警視庁生 

活安全総務課の担当官を招き、交通警備業務担当理事以下代表者が出席の下、 

労働者派遣法問題や検定合格警備員の配置基準の問題点などについて意見交換 

をした。 

 

Ⅵ 書籍等販売事業 

（定款上の事業～定款第４条第１項第 3 号「警備業務の専門的知識、能力を持っ

た人材の育成に関する事業」、第 7 号「警備業務の環境向上に関する事業」、第９
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号「その他協会の目的を達成するために必要な事業」） 

 

警備員の教育図書として、次のとおり警備関係図書等の販売を行った。 

・ 警備業法の解説            １，４５６冊 

・ 警備員指導教育責任者講習教本     ４，０１０冊 

・ 警備員指導教育責任者講習問題集    １，２６０冊 

・ 警備員必携              １，４２６冊 

・ 施設、交通、雑踏、貴重品問題集    ２，１４０冊 

・ その他の書籍等（ビデオ、ＤＶＤ含む）１３，９７８冊（点） 

合計  ２４，２７０冊（点） 
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